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自動車に表示する広告物の許可基準改正について 
 
 
１ 改正の理由 
  近年，広告技術の進歩等により，車体への大規模な広告掲出（ラッピングバス等）のニ

ーズが高まっている。このような自動車に表示する広告物は，都市景観に影響を及ぼす一

方，街に賑わいを創出することから，掲出する内容やデザイン等を適正に誘導し，景観と

の調和がとれるよう許可基準の改正をしようとするもの。 
 
２ 改正の内容 
 ⑴ 許可基準の改正（施行規則別表第１関係） 
  ア 自動車に表示する広告物（道路運送事業の用に供する自動車） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  イ その他（交通安全上の共通事項） 

 
改正前  改正後 

種別 規格  種別 規格 
 ・左右側面部 

 縦 1.2ｍ横 4ｍ以下 

・後部 

 縦横 1ｍ以下 

・表示件数 

左右側面部及び後部に各１件以

内 
 

旅客自動車
運送事業の
用に供する
自動車 
 
 

・左右側面部 
 縦 1.2ｍ 
横 4ｍ以下 

・後部 
 縦横 1ｍ以下 
・表示件数 
 左右側面部 
及び後部に 
各１件以内 

 
 

旅客自動車
運送事業の
用に供する
自動車 

上記の規定に関わらず市長が特に 
認める場合 
・路線バスにおける表示の位置は，

前面以外の外面とする 
・窓及びドア等のガラス部分に表

示しない 
・広告物の色彩，意匠等は，都市

の景観と調和のとれたもの 
 

   ・ 発光，蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。 
   ・ 照明装置，映像装置を使用しないこと。 

ウ 参考図（路線バス） 
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窓以外の全面が表

示可能。１件以内。

窓及び前面は，

表示できない。 
窓又はドア以外の全面が表示可能。

左右の側面部に各１件以内。  
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⑵ 許可にあたっての取扱について 
  ア 自動車に表示する広告物の許可に関する要綱の制定 
   ・ 自動車に表示する広告物について，市・広告主等・交通事業者等の責務を明確化

する。 
  イ 自動車に表示する広告物を誘導するガイドラインの策定 
   ・ 自動車に表示する広告物を掲出するにあたって，識別性，交通安全，景観への配

慮及び市民への対応の観点から許可するための指針を策定する。 
 

⑶ 許可手続の流れ 
 

１件が縦 0.5ｍ， 
横 1.0ｍ以下 

１車両につき３件以内

助言 
指導 

自動車に表示する広告物の

許可に関する要綱で規定 

審査結果報告書

協会で組織する自主審査機関 

右記以外の広告物 
 

許可書交付 
ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽ運行 手数料納付 許可の申請 

市のガイドラインによる事前審査 

許可不要 

自動車に表示する広告物の計画 
（広告主又はバス会社） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 施行期日 

平成１８年１０月１日 
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